
にいがた映画塾規約規約

1998年10月25日　決定 
2001年1月13日一部改定

2002年1月12日全面改定

第1章　総　則

第1条（名称）
私たちは、「にいがた映画塾」と称します。

第2条（所在地）
私たちの事務所は新潟市花園2-3-2飛鳥ビルに置きます。

第3条（目的）
私たちは、新潟県内で映画・映像を学ぶ人々や製作活動を支援し、地域の映像製作
の環境を整えるとともに自ら映像を製作し、地域の振興と映画・映像芸術の発展に
貢献することを目的とします。

第4条（事業）
私たちは第3条の目的を達成するために、次の事業を行います。

１、映画・映像をつくる人々を育てる講座・講演
２、映画・映像の理解を広げる広報・宣伝
３、映画・映像の製作や上映活動の支援と協力
４、映画・映像の製作と上映および配給
５、映画・映像の情報収集と発信
６、映画・映像の機材整備と貸与
７、映画・映像の関係者との交流
８、その他、私たちの目的達成に必要な事業

第2章　会　員

第5条（会員の種別）
私たちの会員は、次の３種類とします。
（１）正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
（２）準会員 細則で定めた講座の参加者で正会員ではない方
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（３）名誉会員 総会において名誉会員と定めた会員
（４）その他の会員 細則において定めた会員

第6条(入会)
１ 私たちの正会員になろうとする個人は、私たち所定の入会申込書に必要事項
を記入し、代表に提出するものとします。
２ 代表は、申込をした方が第3条に定める本会の目的に賛同し、第4条に定め
る活動および事業に協力できる方と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を
認めなければなりません。
３ 名誉会員は、総会において承認を得た会員とします。
４ その他の会員については別に細則で定めます。

第7条（会費）
正会員は、総会において定める会費を納入しなければなりません。

第8条（会員の資格の喪失）
会員が次の各号の一つでも当てはまる場合は、その資格を喪失します。
（１）　本人から退会の申し出があったとき。
（２）　本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
（３）　除名されたとき。

第9条(退会）
会員は、代表が別に定める退会届を運営委員に提出することで、自由に退会するこ
とができます。

第10条(除名)
会員が、次の各号の一つでも当てはまる場合は、運営委員会の議決をへて、除名す
ることができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ
ればなりません。
（１）　この規約などに違反したとき
（２）　私たちの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第11条（会費の不返還）
運営委員会での決定を除き、既に納入した会費は返還しません。

第3章　役員

第12条（種別および定数）
1 私たちは次の役員を置きます。
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（１）　運営委員　８人以上
（２）　監　　事　２人
２ 運営委員のうち、1人を代表、１人以上を副代表とします。

第13条（選任等）
1 運営委員と監事は、総会において会員の中から選任します。
２ 代表、副代表は総会において運営委員の中から選任します。
３ 監事は、運営委員を兼ねることができません。

第14条(職務)
1 代表は、私たちを代表し、私たちの業務を統括します。
２ 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、または欠けたときには、代
表の職務を代行します。
３ 運営委員は、運営委員会を構成し、業務を行います。
４ 監事は、次に挙げた業務を行います。
（１）運営委員の業務執行の状況を監査すること。
（２）私たちの財産の状況を監査すること。
（３）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
（４）運営委員の業務執行の状況または私たちの財産の状況について、運営委員に
意見を述べ、運営委員会の招集を請求すること。

第15条(任期等)
1 役員の任期は1年とします。ただし、再任することもできます。
２ 補欠、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または
現任者の任期の残任期間とします。
３ 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行わなければなりません。

第16条(欠員補充)
運営委員または監事の定数の3分の1を超える人数が欠けたときは、速やかに補充
しなければなりません。

第17条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは総会の議決により、解任することがで
きます。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければなり
ません。
（１）　心身の都合で、職務を続けることができないと認められるとき。
（２）　職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認めら
れるとき。
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第４章　会　議

第18条（会議の権能）
1 総会は、以下の議題について議決します。
（１）規約の変更
（２）当初の事業計画と収支予算
（３）事業報告と収支決算
（４）役員の選任、解任と職務、報酬
（５）会費の額
（６）名誉会員
（７）解散
（８）その他運営に関する重要事項

2 運営委員会は、以下の議題について議決します。
（１）総会の議決した事項の執行に関する事項
（２）その他総会の議決を必要としない運営に関する事項 
（３）総会にかける議案

第19条（開催）
1 通常総会は、毎年1回開催します。

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催します。
（１）運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
（２）正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
て招集の請求があったとき。
（３）第14条第4項第3号の規定により、監事から招集があったとき。

3 運営委員会は毎月定期的に開催するほか、次の各号のいずれかに該当する場
合に開催します。
（１）代表が必要と認めたとき。
（２）運営委員が必要と認め招集の請求をしたとき。
（３）第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第20条（招集）　
1 総会は、以下のように招集します。
（１）前条第２項第３号の場合を除き、代表が招集します。
（２）代表は、前条第２項第１号および第２号の規定による請求があったときは、
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければなりません。
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（３）総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載した
書面等により少なくとも14日前までに通知しなければなりません。

２ 運営委員会は定期的に代表が招集します。
（１）定期開催の日時は細則によって定めます。
（２）代表は前条第３項第２号および第３号の規定による請求があったときは、そ
の日から10日以内に運営委員会を招集しなければなりません。

第21条（議長）
1 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出します。
3 運営委員会の議長は、代表が担当します。

第22条（定足数）
総会は、正会員30人以上の出席か正会員総数の２分の１以上の出席のいずれかを
満たさなければ開会することができません。

第23条（議決）
1 総会における議決事項は、第20条第１項第３号の規定によってあらかじめ
通知した事項とします。ただし、正会員からの緊急動議を認めます。
２ 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員総数の過半数
をもって決め、可否が同じ数のときは、議長が議決します。
3 運営委員会の議事は、出席した運営委員の3分の2以上をもって議決しま
す。

第24条（表決権等）
1 各会員の表決権は、平等とします。
２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され
た事項について書面により表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任す
ることができます。
３ 前項の規定により表決した会員は総会に出席したものとみなし、第22条、
第23条および第24条第１項を適用します。
４ 総会、運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議
事の議決に加わることができません。

第５章　　資産および会計

第25条（資産の構成）
私たちの資産は、次の各号に挙げているもので構成します。
（１）会費
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（２）寄付金品
（３）財産から生じる収入
（４）事業に伴う収入
（５）その他の収入

第26条（資産の管理）
私たちの資産は、代表が管理し、管理方法は総会の議決をへて、代表が別に定めま
す。

第27条（会計の原則）
私たちの会計は、真実である内容を明瞭に表示したものとします。

第28条（事業計画および収支予算）
私たちの事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決をへな
ければなりません。

第29条（暫定予算）
1 第28条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないと
きは、代表は、運営委員会の議決をへて、予算成立の日まで前事業年度の予算に準
じ収入支出することができます。
２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなします。

第30条（予備費の設定および使用）
1 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで
きます。
２ 予備費を使用するときは、運営委員会の議決をへなければなりません。

第31条（予算の追加および更正）
予算作成後にやむを得ない事態が生じたときは、運営委員会の議決をへて、既に定
めた予算の追加または修正を行うことができます。

第32条（事業報告および決算）
1 私たちの事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録などの決算に
関する書類は、毎事業年度が終了後、すみやかに代表が作成し、監事の監査を受
け、総会の議決をへなければなりません。
２ 決算で剰余金が生じたときは、次の事業年度に繰り越すものとします。

第33条（事業年度）
私たちの事業年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わります。
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第６章　　規約の変更

第34条（規約の変更）
私たちが規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員総数の４分の３以上
の多数による議決をへなければなりません。

第７章　雑則

第35条（細則）
この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決をへて、代表がこれを定
めます。

附　則
1 この規約は、2002年1月12日から施行します。
2 年会費は次に掲げる額のいずれかを会員自身が選ぶものとします。

36000円、24000円、12000円、6000円、3000円
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